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平
成
二
六
年
四
月
二
日
法
律
第
一
七
号
）（
参
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
二
〇
日
・
参
議
院
本
会
議
）

○
藤
本
祐
司
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
を
代
表
し
て
、
そ
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

�
（
略
）�

次
に
、
雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

近
年
の
気
候
変
動
等
に
伴
い
水
資
源
の
循
環
の
適
正
化
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。雨
水
は
水
資
源
と
し
て
無
限
の
潜
在
的
価
値
を
有
し
て
お
り
、

雨
水
の
利
用
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
資
源
の
有
効
利
用
を
図
り
、

併
せ
て
下
水
道
、
河
川
等
へ
の
雨
水
の
集
中
的
な
流
出
の
抑
制
に
寄
与
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
に
、
雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責

務
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方

針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
三
に
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
雨
水
の
利
用
施
設
の
設
置
目

標
に
関
す
る
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
四
に
、
政
府
は
、
特
に
雨
水
の
利
用
を
推
進
す
べ
き
建
築
物
に
つ
い

て
の
税
制
上
又
は
金
融
上
の
措
置
等
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
両
法
律
案
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
両
法
律
案
は
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
い
て
全
会
一
致
を
も
っ

て
起
草
、
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
二
七
日
）

○
梶
山
弘
志
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

�

（
略
）�

次
に
、
雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
は
、
雨
水
の
利
用
を
推

進
し
、
も
っ
て
水
資
源
の
有
効
な
利
用
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
下
水
道
、
河

川
等
へ
の
雨
水
の
集
中
的
な
流
出
の
抑
制
に
寄
与
す
る
た
め
、
雨
水
の
利

用
の
推
進
に
関
し
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
基
本
方
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針
等
の
策
定
、
雨
水
利
用
施
設
の
設
置
に
関
す
る
目
標
の
設
定
そ
の
他
の

事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

両
法
律
案
は
、
参
議
院
提
出
に
係
る
も
の
で
、
去
る
三
月
二
十
日
本
委

員
会
に
付
託
さ
れ
、
昨
二
十
六
日
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
か
ら
提
案

理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
全
会
一
致

を
も
っ
て
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）　

参
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。


